
枚方市監査委員告示第 11 号 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき定期監

査を実施したので、同条第 9 項の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり公表す

る。 

 

 

令和 2 年（2020 年）7 月 1 日 

 

枚方市監査委員  勝 山 武 彦 

同        分 林  義 一 

同        漆 原 周 義 

同        藤 田 幸 久 

                   



  

１．監査の対象 

⑴ 対象部課 

上下水道事業部      上下水道計画課 

浄水課 

上水道工務課 

上水道保全課 

汚水整備課  

雨水整備課  

下水道施設維持課  

        

⑵ 対象事務 

令和元年度（2019 年度）における財務に関する事務の執行及び事務の管理状況 

 

２．監査の期間 

令和 2 年（2020 年）4 月 1 日（水）から令和 2 年（2020 年）6 月 30 日（火）まで 

 

３．監査の結果 

  関係者から事情聴取し、また、提出された資料及び関係書類を監査した結果、 

事務処理状況等はおおむね適正に処理されているものと認められたが、一部に改善、

検討を要する事項が見受けられた。 

  以下、留意点、意見を述べる。 

 

 

【意見・要望事項】 

［上下水道計画課］ 

○下水道事業に関する負担金の事務処理について 

上下水道計画課では、本市の下水道事業における維持管理費の負担金に関する事務を

行っている。 

本市の下水道事業は、八幡市域の汚水や雨水が本市域に流入していることから、維持

管理費については協定書に基づき、八幡市に対し負担金を請求しているが、平成 20 年

度以降、協定書に規定された納期と異なる取扱いをしていた。 

今後は、支払方法等について関係市と協議を行い、協議結果に基づいた適正な事務処

理を行うよう要望する。 

 

［浄水課］ 

○水道施設（送配水管を除く）の維持管理について 

浄水課では、浄水施設の運転及び維持管理に関して、各水道施設の機器等修繕業務を

含む包括的な運転管理等業務として、3 年を契約期間とする委託により実施している。



  

同契約の特記仕様書において、各機器が正常に動作し、水処理送配水が滞りなく行われ

るよう、簡易修繕及び調整、並びに簡易修繕での対応ができない機器等については外

注・部品調達を伴う小修繕を行うことを受注者に求めている。 

また、特記仕様書には小修繕の費用として年間 200 万円を上限とする旨が記載されて

いるが、年間費用がこの上限額を超える恐れが出てきたため、3 年間分の小修繕総額（600

万円）を上限とする協議を行い、修繕等が行われていた。 

上下水道局における通常の修繕業務については、契約金額に応じて、それぞれ契約手

続が定められているが、当該委託業務において行われた小修繕の中には、小修繕の枠を

超えていると思われる修繕が含まれているなど、通常の契約手続と照らし合わせると不

適切なものが含まれていた。 

今後は、仕様書等に記載のない事象が発生した際には、関係部署とも協議を行い、法

令等にのっとった手続を行うとともに、小修繕については、1 件当たりの上限金額を定

めるなど、透明性、公平性を担保した事務を行うよう強く要望する。 

また、受注者が修繕を行う際に必要な部品等については、発注者が所持するものを使

用できるとされているが、これら部品の管理について、在庫数の正確な把握はされてお

らず、定期的な確認作業等もされていない状況であった。 

今後、修繕部品の定期的な在庫確認を行うなど、適切に管理するよう要望する。 

さらに、同課では、各水道施設の警備についても委託により行っているが、24 時間

機械警備に加え、重点的に夜間巡回点検による人的警備を実施している。夜間の巡回点

検については、防犯上の観点から、巡回点検時刻が同時間帯とならないよう仕様書の中

で指示しているが、実際は同時間帯に巡回点検されていた。 

水道施設においては、水源等への毒物投入などがあれば、直ちに市民の生命、健康を

脅かす事態となることから、今後、夜間巡回点検について、巡回点検時刻が同時間帯と

ならないよう受託業者に対し適切に指導するよう要望する。 

 

［上水道保全課］ 

○交通誘導警備業務委託に係る事務処理について 

上水道保全課では、送配水管の維持補修のために道路工事が必要な場合に、工事現場

付近の安全を確保し、交通車両及び歩行者を安全に誘導するため、交通誘導警備を委託

により行っているが、委託料の支払いにおいて、一部に業務時間区分の集計誤りが発生

していた。今後は、過誤の防止のため、確認を十分に行い、適切に事務を執行するよう

要望する。 

また、令和 2 年 2 月には、大口径の送配水管が破損し、断水を伴う復旧作業に長時間

を要した事案があったことから、同様の事案の発生も想定した体制を整備するようあわ

せて要望する。 

 

［上水道工務課］ 

［汚水整備課］ 



  

［雨水整備課］ 

［下水道施設維持課］ 

特に指摘すべき事項はなかった。 

 


